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１．はじめに ①

l 脳卒中、心臓病その他の循環器病（以下「循環器病」という。）は、国民の

疾病による死亡の原因及び介護を要する状態となる原因の主要なもので

あり、国民の生命及び健康にとって重大な問題となっています。

l このため、国は、令和元（2019）年12月に「健康寿命の延伸等を図るた

めの脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」（以下

「基本法」という。）を施行し、令和2（２０２０）年10月に「循環器病対策推

進基本計画」（以下「国計画」という。）を策定しました。
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１．はじめに ②

l 基本法第11条において、都道府県はあらかじめ、循環器病対策に関係す

る者の意見を聴取し、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保

健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する

研究の進展等を踏まえ、循環器病対策の推進に関する計画を策定すること

が義務付けられています。

l このことから、大阪府では、「大阪府循環器病対策推進懇話会」（以下「懇

話会」という。）を設置し、「大阪府循環器病対策推進計画（案）」（以下

「大阪府計画」という。）の策定に向けて取り組んでまいります。
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2．基本法の概要
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※ 令和2（2020）年11月「循環器病対策推進基本計画に関する都道府県説明会」資料より抜粋



3．国計画の概要
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※ 令和2（2020）年11月「循環器病対策推進基本計画に関する都道府県説明会」資料より抜粋



4．大阪府計画の策定について ①
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l 大阪府の循環器病対策の基本的な方向性を示すとともに、総合的かつ計
画的な推進を図ることを目的として、以下のとおり取り組みます。

ü 国計画を基本として、大阪府計画の骨子を作成します。

ü 基本法第11条に基づき、下表に示す計画等との調和を保ちつつ、計画
の作成を行います。

基本法により調和を保つ必要がある計画等の名称 左記に関して大阪府が
策定している計画等の名称

医療法（昭和23年法律第205号）第30条の4第1項に
規定する医療計画 大阪府医療計画（第7次）

健康増進法（平成14年法律第103号）第8条第1項に
規定する都道府県健康増進計画 大阪府健康増進計画（第3次）

介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1項に
規定する都道府県介護保険事業支援計画 大阪府高齢者計画2021

消防法（昭和23年法律第186号）第35条の5第1項に
規定する実施基準 傷病者の搬送及び受入れの実施基準

その他の法令の規定による計画等であって保健、医療
又は福祉に関する事項を定めるもの 大阪府障がい者計画（第5次）



4．大阪府計画の策定について ②
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ü 令和3年度末の計画策定をめざします。

＜スケジュール（令和3年10月現在）＞

※ 新型コロナウイルス感染拡大等により、その対応を優先せざるを得ない場合は見直し。

ü 調和を保つべき計画の計画期間満了時期に合わせ、第1期大阪府計
画の計画期間は2年間（2022（令和4）年度から2023（令和5）年度
まで）とし、第２次大阪府計画以降については、「医療計画」等の期間と
同様に６年間とします。
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大阪府
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大阪府計画

運用開始

第1回懇話会（10月8日） 第2回懇話会（令和4年1月頃予定）
《大阪府計画の構成等について意見聴取》 《大阪府計画（案）の内容について意見聴取》


